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自家用電気工作物保安管理業務委託（道の駅「なかせん」）

特 記 仕 様 書

１ 委託設備

場 所 ： 大仙市長野字高畑１１１－２

道の駅「なかせん」

需 要 設 備 ： 容量 ２３ｋＶＡ 電圧 ２００／１００Ｖ

非常用予備発電装置 容量 ４６ｋＶＡ 電圧 ２１０Ｖ

稼 働 月 ： 通年

２ 委託期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

３ 保安業務受託の要件

電気事業法に定められた事業用電気工作物の保安管理業務、各種届出を行う業務で

あり、そのために定められた電気事業法、同施行規則、関連省令、告示に合致できる

こと。

４ 保安業務の内容

電気事業法、同施行規則、省令、告示に基づき、つぎの業務とします。

（１）保安規程に定める当該電気工作物の定期的な巡視、点検及び測定・試験を行

い、経済産業省令で定める技術基準に適合しない場合又は適合しないおそれが

ある場合は、とるべき措置について発注者に必要な指示又は助言を行う。

① 月次点検 需要設備 ２か月に１回（報告、記録作成を含む。）

② 年次点検 年１回 （ 〃 ）

③ 臨時点検 必要に応じて随時 （ 〃 ）

（２）当該電気工作物の事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれ

がある連絡を発注者から受けた場合において、受注者は現状を確認し、送電停

止等必要な応急措置を発注者に指示するとともに、事故原因の究明に協力し、

再発させないためのとるべき措置を指示又は助言し、必要に応じ臨時点検を行

い、電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告

書の作成及び手続きの指示を行うこと。

（３）電気事業法第107条第３項に規定する立入検査の立会いを行うこと。

（４）当該電気工作物に係る工事（修繕、委託等）について、設計の審査、監督、

または竣工検査に立会い、必要な指示または助言を行うこと。

（５）その他保安管理上、必要な業務を行うものとする。

５ その他

受託者が病気その他やむを得ない事由によりその職務を執ることができない場合の

代行者を用意できること。


